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徳
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
八
二
六
番
、
八

徳
島
市
山
城
西
三
丁
目
一
一

株
式
会
社
ク
ラ
フ
ト

三
〇
番
二
、
八
三
一
番
二
及
び
八
三
三
番
二
並
び

番
地
二

に
八
二
六
番
地
先
町
有
地

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
三
町
地
四
一
番
一
の
一
部

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
大
黒

有
限
会
社
香
蘭

五
六
番
地
の
二

同

鯛
浜
字
西
中
野
七
一
番
四
及
び
七

同

鯛
浜
字
西
ノ

株
式
会
社
は
な
お
か

七
番
一
並
び
に
七
一
番
四
地
先
町
有
地

須
一
六
二
番
地
九



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
三
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
河
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
当
該
区
域
が
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る

水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
を
表
示
し
た
図
面
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
河
川
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
閲

覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

河

川

名

閲

覧

場

所

吉
野
川
水
系
金
清
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
吉
野
川
庁
舎

同

高
西
谷
川

同

同

僧
都
谷
川

同

同

美
濃
谷
川

同

同

馬
木
谷
川

同

同

ヤ
カ
エ
谷
川

同

同

仁
賀
木
谷
川

同

同

西
仁
賀
木
谷
川

同

同

大
影
谷
川

同

同

大
久
保
谷
川

同

同

願
成
寺
谷
川

同

同

伊
沢
谷
川

同

同

薬
師
谷
川

同

同

芝
生
川

同



同

五
明
谷
川

同

同

日
吉
谷
川

同

同

切
戸
谷
川

同

同

東
俣
谷
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎

同

大
谷
川

同

同

城
の
谷
川

同

同

新
町
谷
川

同

同

馬
木
谷
川

同

同

清
谷
川

同

同

一
の
谷
川

同

同

東
分
谷
川

同

同

石
神
谷
川

同

同

井
口
谷
川

同

同

白
水
谷
川

同

同

野
村
谷
川

同

同

吉
田
谷
川

同

同

西
の
谷
川

同

同

轟
谷
川

同

同

棋
穀
谷
川

同



同

姥
母
ケ
谷
川

同

同

太
田
川

同

同

見
恵
頭
谷
川

同

同

鳴
滝
谷
川

同

同

片
川

同

同

内
山
谷
川

同

同

久
藪
谷
川

同

同

明
谷
川

同

同

平
井
谷
川

同

同

法
正
谷
川

同

同

桑
平
谷
川

同

同

鍋
倉
谷
川

同

同

嫁
坂
谷
川

同

同

猿
ケ
谷
川

同

同

大
橋
谷
川

同

同

中
野
谷
川

同

同

中
鳥
川

同

同

高
瀬
谷
川

同

同

船
屋
谷
川

同

同

黒
谷
川

同



立
江
川
水
系
石
見
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

同

北
馬
川

同

同

中
津
川

同







公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
別
表
第
一
中
「
公
益
財
団
法
人
ｅ
―
と
く
し
ま
推
進
財
団
」
を
削
り
、
「
公
益
財
団
法
人
と
く
し
ま
“

あ
い
”
ラ
ン
ド
推
進
協
議
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
徳
島
県
漁
業
振
興
基
金
」
に
改
め
、
「
公
益
財
団
法

人
徳
島
県
水
産
振
興
公
害
対
策
基
金
」
を
削
り
、
「
公
益
社
団
法
人
徳
島
県
産
業
国
際
化
支
援
機
構
」
を

「
公
益
社
団
法
人
徳
島
県
産
業
国
際
化
支
援
機
構

に
、
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」
を
「

公
益
社
団
法
人
徳
島
県
畜
産
協
会

」

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

に
改
め
る
。

地
方
税
共
同
機
構

」

「
株
式
会
社
徳
島
健
康
科
学
総
合
セ
ン

別
表
第
二
中
「
株
式
会
社
徳
島
健
康
科
学
総
合
セ
ン
タ
ー
」
を

徳
島
空
港
ビ
ル
株
式
会
社

タ
ー

に
改
め
る
。

」
附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
中
「
公
益
財
団
法
人
ｅ
―

と
く
し
ま
推
進
財
団
」
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
徳
島
海
区
の
う

ち
南
部
海
域
に
お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
（
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の
生
体
及
び

死
骸
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今

治

清

孝

一

定
義
こ
の
指
示
に
お
い
て
「
徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
」
と
は
、
和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら

徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線
及
び
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
諭
鶴
羽
山
山
頂

と
同
市
沼
島
東
端
と
の
見
通
し
線
以
南
の
水
域
の
う
ち
徳
島
県
海
域
を
い
う
。

二

採
捕
の
制
限

徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
に
お
い
て
、
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三

に
掲
げ
る
者
が
採
捕
す
る
場
合
で
あ
っ
て
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。

）
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

承
認
の
対
象
者

承
認
の
対
象
者
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

四

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

承
認
証
の
携
帯

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

六

承
認
の
取
消

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

七

譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
を
譲
渡
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

八

採
捕
報
告
書
の
提
出

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
採
捕
期
間
終
了
後
一
月

以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。

十

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号
に
基
づ
く
水
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

歌

泰

一

吉
野
川
水
系

(
吉
野
川
本
流
及
び
そ
の
支
流)

、
徳
島
市
名
東
町
の
地
蔵
院
池
、
那
賀
川
水
系

(

那
賀

川
本
流
及
び
そ
の
支
流)
、
打
樋
川
水
系

(

打
樋
川
本
流
及
び
そ
の
支
流)



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

第
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
令
和
八
年
度
の
目
標
増
殖
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
か
ら
公
表
す

る
。
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

歌

泰

一

免

許

番

号

漁

業

権

者

名

漁
業
の
名
称

増

殖

内

容

備
考

う
な
ぎ
漁
業

四
八

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
十
四
号

鮎
喰
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

五
六
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

四
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

四
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
二
十
一
号

勝
浦
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

二
一
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

四
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

一
二

内
共
第
二
十
三
号

小
松
島
淡
水
漁
業
協
同
組
合

キ
ロ
グ
ラ
ム

放
流

ふ

な
漁
業

一
四
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

う
な
ぎ
漁
業

一
二
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
二
十
五
号

那
賀
川
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

あ

ゆ
漁
業

四
二
〇
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

六
〇
、
〇
〇
〇尾

う
な
ぎ
漁
業

二
八

キ
ロ
グ
ラ
ム

内
共
第
二
十
八
号

海
部
川
漁
業
協
同
組
合

あ

ゆ
漁
業

一
〇
五
、
〇
〇
〇

放
流

尾

あ
ま
ご
漁
業

二
〇
、
〇
〇
〇尾



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
百
七
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
い
（
ま
ご
い

及
び
に
し
き
ご
い
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

た
だ
し
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
に
死
亡
し
た
こ
い
を
処
理
す
る
場
合
、

あ
る
い
は
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

歌

泰

一

第
一

指
示
の
内
容

一

持
ち
出
し
の
禁
止

公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病

が
発
生
又
は
発
生
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
徳
島
県
知
事
が
認
め
た
場
合
は
、
当
該
水
域
に
お
い
て

は
、
徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
い
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な

い
。こ
の
場
合
、
徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
当
該
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

二

放
流
の
禁
止

公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
は
、
こ
い
を
放
流
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
こ
い
を
同
じ
場
所
に
放
流
す
る
場
合
又
は
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

放
流
場
所
が
、
一
に
基
づ
き
告
示
さ
れ
た
水
域
で
な
い
こ
と
。

２

放
流
し
よ
う
と
す
る
こ
い
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
水
系

(

養
殖
場
及
び

個
人
の
池
を
含
む
。)

に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

３

放
流
し
よ
う
と
す
る
こ
い
が
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
水
系

(

養
殖
場
及
び

個
人
の
池
を
含
む
。)

に
由
来
す
る
こ
い
と
水
を
介
し
て
の
接
触
が
な
い
こ
と
。

４

放
流
し
よ
う
と
す
る
こ
い
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
）
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ

れ
た
こ
い
群
の
個
体
で
あ
る
こ
と
。

第
二

指
示
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
議
会
規
程
第
一
号

徳
島
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
議
会
議
長

井

川

龍

二

徳
島
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
徳
島
県
議
会
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号
」
を
「
第
二
百
一

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
議
会
規
程
第
二
号

徳
島
県
議
会
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
議
会
議
長

井

川

龍

二

徳
島
県
議
会
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
議
会
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
五
年
徳
島
県
議
会
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
第
十
七
条
第
一
項
中
「
に
は
」
を
「
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
は
」
に
、
「
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
を
「
押
印
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
令
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
よ
り
公
印
の
押
印
が
必
要
と
さ
れ
る
紙
文
書

二

県
又
は
相
手
方
の
権
利
義
務
又
は
法
的
地
位
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
紙
文
書
（
局
長
が
別
に
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）

三

事
実
の
証
明
に
関
す
る
紙
文
書
そ
の
他
の
内
容
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
紙

文
書
（
局
長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
印
の
押
印
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
紙
文
書

「登
録
例
文
・
共
通
例
文
・
公
印
省
略
・

「登
録
例
文
・
共
通
例
文
・

様
式
第
二
号
中

を

に
改
め

そ
の
他

（

）

」
そ
の
他

（

）

」

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


